
エリア交通計画の推進に向けて 

2019.6.18 第３回デザイン会議資料  

長門湯本温泉観光まちづくりデザイン会議 
（交通担当：株式会社日本海コンサルタント） 

１．道路交通関連のスケジュール 

２．ボラードの運用方法について 

３．狭窄部を示すプランターについて 

４．法定外看板について 



１．道路交通関連のスケジュール 2 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

警察協議 ★ ★ 

道路管理者ＷＧ ★ ★ ★ ★ 

占用物件 

管理運用ルール 

道路使用申請 

道路社会実験 

左岸道路整備 

道路協力団体 
申請・指定 

推進会議 ★ ★ 

デザイン会議 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

住民ＷＳ ★ ★ ★ 

検討 制作 仮設 本設に向けた修正等 

検討 試行 本設に向けた修正等 

申請 申請 

準備 実施 検証 

設計 工事 

要綱等整備 公募 指定 各種活動 

申請 

※右岸側（恩湯広場周辺） ※左岸側（狭窄部） ※左岸側（狭窄部・試行） 



２．ボラードの運用方法について 3 

＜第７回住民ＷＳ：7/15＞ 
 １）ボラード設置概要（目的等） 
 ２）運用ルールの方向性 
 ３）意見交換 

＜第８回住民ＷＳ：９月予定＞ 
 １）運用ルール（素案） 
 ２）意見交換 

＜第９回住民ＷＳ：11月予定＞ 
 １）運用ルール（最終案） 
 ２）意見交換 

 ボラードの運用ルールについて
は、設置目的等の周知も兼ねて
住民ワークショップで議論 



３．狭窄部を示すプランターについて 4 

■配置の考え方 

・狭窄部を明示するプランターは区画線か
ら河川側に0.5mセットバックして設置 

 （はしご車等の円滑な通行を妨げないよ
う、車道2.5m＋両側路肩0.5m＝3.5m
を確保） 

・狭窄部での路上駐車を防止するため、プ
ランターを5m間隔で設置し、その間にベ
ンチ等を配置する。 

・狭窄部に置くベンチやテーブル等の配置
は、歩行空間が確保できるよう配慮する。 

▼一般部 

▼狭窄部 

▼プランターの配置間隔イメージ 

5m 5m 消火栓から半径5m以内
にプランターを置かない
（可動式のベンチやテー
ブル等を配置） 

1.0m 
0.5m 

0.7m ※プランターのサイズ 
（W1.0m×H0.7m×D0.5m） 



5 ４．法定外看板について 

歩行者優先 

歩行者優先 

駐車禁止 

この先 
歩行者専用 

通り抜け不可 

▼法定外看板設置箇所（ボラード含む） 

ボラード 
（車止め） 

公共駐車場 
への誘導 



▼「歩行者優先」 

6 ４．法定外看板について 



▼「歩行者優先」 

＜現地確認結果＞ 

 ①H800×W600mm,②H700×W525mm,③
H600×W450mmの３種類を比較した結果、
絵や文字の視認性が高く道路空間への影響も
少ない①に決定。 

 社会実験にて仮設し、視認性等の評価を得る
予定。 

7 ４．法定外看板について 



▼「この先車両は通り抜けできません」 

8 ４．法定外看板について 



▼「この先車両は通り抜けできません」 

＜現地確認結果＞ 

 ①H450×W450mm,②H400×W400mm,③H350×W350mmの３種類を比較した結果、河川景観
への影響が最も少ない③に決定。 

 原田屋旅館のご主人より、設置位置は旅館の出入口付近を避けるよう指摘。 

 社会実験にて仮設し、視認性等の評価を得る予定。 

9 ４．法定外看板について 


